
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子市では、松本京子さんが拉致被害者として政府認定されてい

るほか、少なくとも２名の方に拉致の可能性が指摘されています。       

松本京子さんをはじめ、拉致されたすべての方々の一刻も早い帰

国が実現することを願い、パネル展を開催しました。 

 たくさんのご来場ありがとうございました。 
 

【と き】 １０月１５日（月）～１０月２２日（月） 

      午前８時３０分～午後６時（土・日を除く） 

【ところ】 米子市人権情報センター（米子市役所第２庁舎 1階） 

松本京子さんが行方不明になってから４１年が経ちます。一刻も早い救出が望まれます。 
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米子市人権情報センター 

◯ひ◯ゅ◯ー◯ま◯ん◯ら ◯い◯つ  

【と き】１１月２０日（火）１４：００～１６：００（１３：３０開場） 

【ところ】米子コンベンションセンター 国際会議室（米子市末広町 294） 

【内 容】▼拉致被害者ご家族の訴え 

松本
まつもと

 孟
はじめ

 氏(1977年に鳥取県で拉致された松本京子さんの兄） 

▼講演 「全ての拉致被害者を救出するために」 

西岡
にしおか

 力
つとむ

 氏 

（東京基督大学教授  

北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長） 

【内 容】▼その他内容 

     ・主催者によるあいさつ 

     ・特定失踪者ご家族の訴え 

     ・地元ゴスペルグループ（ゴスペル・オーヴ）による 

      帰国を願うコンサート 

 

 北朝鮮当局による拉致は、家族、人生を奪い去り、人間の尊厳、自由を著しく侵害する重大な人権侵

害です。「拉致を絶対に許さない！」という一人ひとりの声が何よりも強い力になるとともに、被害者

家族の大きな支えとなります。 

 すべての拉致被害者の一刻も早い帰国が実現することを願い、拉致問題への関心を高め、世論をもっ

て拉致問題の早期解決の促進を図ることによって拉致問題を風化させないようにするため、下記の催し

を開催します。 

 

 

手話通訳・要約筆記あり 託児あり（11/9 までにお申し込みください） 

 

多くのみなさまのご来場をお待ちしています 

 



図書・ビデオの貸し出し 

 図書５冊・ビデオ（DVD）３本まで、原則２週間借りていただけます。予約もできます。 

開 館 時 間 

月曜日～金曜日（祝日と年末年始を除く） 

午前８時３０分～午後６時 

※ 上記時間外でも、図書・ビデオの返却ができます。 

「おかえりＢＯＸ」に入れてください。 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所第２庁舎玄関
の左側にあります。 

人権啓発パネルを貸し出します！ 

パネルの新しいものは、タペストリータイプになっています。 
学校・保育園での参観日や公民館・地域・企業でのイベント等にぜひご活用

ください。 

わたしたちのまわりに存在するさまざまな人権問題について考えてみましょう！という講座です。 

夏休み期間中には、親子連れの参加もありました。どなたでも何回でもご参加いただけます。 

来年度開催の講座にもぜひご参加ください！！！ 

～参加者アンケートから～ 
知らないことが多くて勉強になりました。「知ってください」

というタイトルどおり、今日教えていただいたことを発信して

いけるようにしたいと考えます。盲ろうの方が少ないと思って

いたので、ぜひ今後はお手伝いに参加したいです。 

 

～子どもの参加者アンケートから～ 

・しらないことだらけだったのでし
ることができてよかったです。 
・むらおかさんにちょくせつ手話を
させていただき、手話にもきょうみ
をもちました。 

 

米子市人権情報センター   〒683-8686 米子市東町 161－2   

TEL 0859-37-3183 FAX 0859-37-3184 

E-mail humanr@ruby.ocn.ne.jp 

URL：http://www.city.yonago.lg.jp/jinken/ 

～参加者アンケートから～ 

・今回のような講演会がなければ、
盲ろう者のことを知ることができな
かったので参加できてよかった。手
話も少し知れて勉強になった。 
・盲ろう者の方とのコンタクトの取
り方を初めて知りました。 

 

11月の特設人権相談所の開設日は１１月１２日（月）です。 
■相談時間：午後１時～４時 ■場所：米子市役所第２庁舎１階相談室 （予約不要） 

米子市人権情報センターは、人権に関する各種研修会の開催、学習資料の提供などを行って 
いますので、どうぞお気軽にお越しください。 

 人権啓発パネルの一例 

「第 2 回誰でも人権アカデミー」平成 30年 7月 25日（水） 会場：人権情報センター 
■演題：「知ってください 盲ろうのこと」■講師：村岡 信寿 さん（鳥取盲ろう者友の会） 

 盲ろう者とは、目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障がいのある人のことを言います。“ヘレン・ケラー”の
ような人と言えばおわかりになると思います。今回の講座では、生活の様子をうかがったり、点字や手話を
教わって、参加者が実際に触手話で盲ろう者の方と会話したりしました。 


